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(57)【要約】
【課題】入浴者の身体の向きを正しく把握でき、ひいて
は入浴者の健康管理を適正に行うことができる浴室設備
を提供すること。
【解決手段】浴室１１には浴槽４１が設けられており、
その浴槽４１は、平面視において長方形をなす形状に形
成されており、その長手方向が、入浴者が身体を伸ばす
方向となっている。浴槽４１は、入浴者の生体情報を検
出する浴槽用センサ４７を有しており、その浴槽用セン
サ４７は、浴槽４１の側部４４において、対向する短辺
側の側面のそれぞれに第１浴槽用センサ４７ａ及び第２
浴槽用センサ４７ｂとして配置されている。各浴槽用セ
ンサ４７ａ，４７ｂには浴室サーバ２１が電気的に接続
されており、浴室サーバ２１は、各浴槽用センサ４７ａ
，４７ｂの検出結果に基づいてそれぞれに対応した心電
図波形を取得し、各心電図波形の振幅の大きさを比較す
ることで入浴者の体位を判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽と、
　前記浴槽内に入っている入浴者の身体の少なくとも一部が浴槽内側面と接触することで
生体情報を検出する生体情報検出部と、
　前記生体情報検出部により検出された生体情報に基づいて、前記入浴者の健康状態に関
しての健康状態判定を行う健康状態判定手段と
を備える浴室設備において、
　前記生体情報検出部は、前記入浴者の身体の特定部位を検出対象として前記生体情報を
検出し、
　前記生体情報検出部により検出された前記特定部位の生体情報に基づいて、前記浴槽内
に入っている入浴者の体位を判定する体位判定手段を有することを特徴とする浴室設備。
【請求項２】
　前記生体情報検出部は、前記生体情報を検出する検出位置を複数有し、
　前記体位判定手段は、前記生体情報検出部により検出された複数の前記検出位置での前
記生体情報に基づいて前記入浴者の体位を判定する請求項１に記載の浴室装置。
【請求項３】
　前記浴槽は、平面視において長方形又は略長方形をなし、長手方向を入浴の向きとする
ものであり、
　前記生体情報検出部は、前記浴槽の長手方向で対向する内側面にそれぞれ配置されてお
り、入浴状態で前記入浴者の背中及び足を特定部位として前記生体情報を検出し、
　前記体位判定手段は、前記生体情報検出部により検出された背中側の生体情報及び足側
の生体情報に基づいて前記入浴者の体位を判定する請求項１又は２に記載の浴室設備。
【請求項４】
　前記背中側の生体情報及び前記足側の生体情報から心拍に関する心拍情報をそれぞれ取
得する心拍情報取得手段を備え、
　前記体位判定手段は、前記心拍情報取得手段により取得された背中側の心拍情報と足側
の心拍情報とに基づいて前記入浴者の体位を判定する請求項３に記載の浴室設備。
【請求項５】
　前記心拍情報取得手段は、前記背中側の生体情報及び前記足側の生体情報から前記心拍
情報として心電図波形をそれぞれ取得し、
　前記体位判定手段は、前記心拍情報取得手段により取得された背中側の心電図波形及び
足側の心電図波形のそれぞれの振幅の大きさに基づいて前記入浴者の体位を判定する請求
項４に記載の浴室設備。
【請求項６】
　前記健康状態判定手段は、前記背中側の心拍情報及び前記足側の心拍情報の少なくとも
一方に基づいて前記健康状態判定を行う請求項４又は５に記載の浴室設備。
【請求項７】
　前記背中側の生体情報に基づいて身体における背中側の体表面温度を取得する体表面温
度取得手段を備え、
　前記健康状態判定手段は、前記体表面温度取得手段により取得された背中側の体表面温
度に基づいて前記健康状態判定を行う請求項３乃至６のいずれか１項に記載の浴室設備。
【請求項８】
　前記体表面温度取得手段は、前記足側の生体情報に基づいて身体における足側の体表面
温度を取得し、
　前記健康状態判定手段は、前記体温情報取得手段により取得された足側の体表面温度と
前記背中側の体表面温度との差異に基づいて前記健康状態判定を行う請求項７に記載の浴
室設備。
【請求項９】
　前記浴槽の長手方向で対向する内側面にそれぞれ配置され、反対側の内側面に向かって
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湯水を放出する放水装置と、
　前記体位判定手段の判定結果に基づいて、各放水装置のうち前記入浴者の足側にある方
の放水装置を制御対象とし、その制御対象とした放水装置の動作制御を行う放水制御手段
と
を備える請求項７又は８に記載の浴室設備。
【請求項１０】
　前記浴室内の環境を調整するべく動作する浴室機器と、前記浴室機器の動作制御を行う
浴室制御手段と、を備え、
　前記健康状態判定手段は、前記入浴者の健康状態が複数段階のいずれかに相当すると判
定し、
　前記浴室制御手段は、前記浴室機器を制御対象として、前記入浴者の健康状態が相当す
る段階に応じて所定の規定処理を段階的に実行する請求項１乃至９のいずれか１項に記載
の浴室設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室設備に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人が入浴者として浴槽内の湯水に浸かっている場合、身体が環境の温度変化を受けるこ
とで体調に異変が生じることがあると考えられる。これに対して、特許文献１には、入浴
者の心電図波形及び心拍数を測定するための電極が、浴槽における内側面のうち３つの面
にそれぞれ設けられている構成が記載されている。この構成によれば、入浴中に入浴者の
心電図波形又は心拍数に異常が発生した場合、すなわち入浴者の体調に異変が生じた場合
に、その体調異変を検出することができる。また、心電図波形又は心拍数が異常になった
場合に湯水の温度を自動的に低下させるようになっているため、仮に心電図波形又は心拍
数が異常になってもその異常の回復を促すことができる。
【特許文献１】特開平１０－１７４６７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１に記載されている構成の場合、浴槽内において入浴者の
心電図波形及び心拍数を正確に測定するには、各電極のそれぞれに手足のいずれかが接触
している状態でなければならない。この場合、入浴者の身体の向きがあらかじめ想定した
正規の向き出なければ、入浴者の心電図波形及び心拍数を正しく計測できない。つまり、
入浴者の体調に異変が生じていても、その体調異変を正しく検出することができない。こ
の結果、入浴中の健康管理を行う構成に関して改善の余地がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、入浴者の身体の向きを正しく把握でき、ひいては入浴者の健康管理
を適正に行うことができる浴室設備を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用した。
【０００６】
　第１の発明は、浴槽と、前記浴槽内に入っている入浴者の身体の少なくとも一部が浴槽
内側面と接触することで生体情報を検出する生体情報検出部と、前記生体情報検出部によ
り検出された生体情報に基づいて、前記入浴者の健康状態に関しての健康状態判定を行う
健康状態判定手段とを備える浴室設備において、前記生体情報検出部は、前記入浴者の身
体の特定部位を検出対象として前記生体情報を検出し、前記生体情報検出部により検出さ
れた前記特定部位の生体情報に基づいて、前記浴槽内に入っている入浴者の体位を判定す
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る体位判定手段を有することを特徴とする浴室設備である。
【０００７】
　第１の発明によれば、入浴者が浴槽内で湯水に浸かっている場合に、すなわち入浴者が
入浴している場合に、生体情報が検出され、その生体情報に基づいて健康状態判定が行わ
れる。このため、仮に入浴中に入浴者の体調に異変が生じてもその体調異変を検出するこ
とができる。また、入浴者の身体の特定部位を検出対象とした生体情報に基づいて入浴者
の体位が判定されるため、入浴者の身体の向きを取得することができる。したがって、入
浴者の身体の向きに合わせて、身体の各部位から健康状態判定に必要な生体情報を検出す
ることが可能となる。以上の結果、入浴者の身体の向きを正しく把握でき、ひいては入浴
者の健康管理を適正に行うことができる。
【０００８】
　第２の発明では、前記生体情報検出部は、前記生体情報を検出する検出位置を複数有し
、前記体位判定手段は、前記生体情報検出部により検出された複数の前記検出位置での前
記生体情報に基づいて前記入浴者の体位を判定する。
【０００９】
　第２の発明によれば、生体情報検出部は、複数の検出位置での生体情報に基づいて入浴
者の体位判定が行われる。この場合、入浴者の身体における複数の部位から検出された各
生体情報は、それぞれ異なる特徴を有しているため、生体情報検出部の検出位置により入
浴者の特定部位の位置を取得することができる。この結果、入浴者の身体の向きを取得す
ることができる。
【００１０】
　第３の発明では、前記浴槽は、平面視において長方形又は略長方形をなし、長手方向を
入浴の向きとするものであり、前記生体情報検出部は、前記浴槽の長手方向で対向する内
側面にそれぞれ配置されており、入浴状態で前記入浴者の背中及び足を特定部位として前
記生体情報を検出し、前記体位判定手段は、前記生体情報検出部により検出された前記背
中側の生体情報及び前記足側の生体情報に基づいて前記入浴者の体位を判定する。
【００１１】
　第３の発明によれば、浴槽において長手方向が入浴の向きとなるため、入浴者は、長手
方向で対向する内側面（換言すれは短辺側の各内側面）のうち一方にもたれつつ他方側に
足を伸ばした状態で入浴することになる。ここで、長手方向で対向する内側面には生体情
報検出部がそれぞれ配置されているため、それら生体情報検出部のうち背中側に位置する
検出部により背中側の生体情報が検出され、足側に位置する検出部により足側の生体情報
が検出される。この場合、背中側の生体情報と足側の生体情報とが有する特徴はそれぞれ
異なるため、それら情報を判別することができる。したがって、背中側の生体情報と足側
の生体情報に基づいて体位判定が行われることで、入浴者の背中及び足の位置、すなわち
入浴者の身体の向きを取得することができる。
【００１２】
　第４の発明では、前記背中側の生体情報及び前記足側の生体情報から心拍に関する心拍
情報をそれぞれ取得する心拍情報取得手段を備え、前記体位判定手段は、前記心拍情報取
得手段により取得された背中側の心拍情報と足側の心拍情報とに基づいて前記入浴者の体
位を判定する。
【００１３】
　第４の発明によれば、背中側の心拍情報と足側の心拍情報とがそれぞれ取得され、それ
ら心拍情報に基づいて体位判定が行われる。ここで、背中側の心拍情報と足側の心拍情報
とを比べると、それら心拍情報が有する特徴はそれぞれ異なる。したがって、心拍情報に
基づいて体位判定が行われることで、入浴者の身体の向きを取得することができる。
【００１４】
　第５の発明では、前記心拍情報取得手段は、前記背中側の生体情報及び前記足側の生体
情報から前記心拍情報として心電図波形をそれぞれ取得し、前記体位判定手段は、前記心
拍情報取得手段により取得された背中側の心電図波形及び足側の心電図波形のそれぞれの
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振幅の大きさに基づいて前記入浴者の体位を判定する。
【００１５】
　第５の発明によれば、心拍情報として、背中側の心電図波形と足側の心電図波形とがそ
れぞれ取得され、それら心電図波形に基づいて体位判定が行われる。ここで、背中の方が
心臓に近いことなどに起因して、背中側の心電図波形の振幅は足側の心電図波形の振幅よ
り大きくなっている。したがって、心電図波形の振幅の大きさに基づいて体位判定が行わ
れることで、入浴者の身体の向きを取得することができる。
【００１６】
　第６の発明では、前記健康状態判定手段は、前記背中側の心拍情報及び前記足側の心拍
情報の少なくとも一方に基づいて前記健康状態判定を行う。
【００１７】
　第６の発明によれば、背中側の心拍情報や足側の心拍情報が、体位判定だけでなく健康
状態判定にも用いられている。この場合、それら心拍情報を有効に活用していることにな
る。また、入浴時には、衣服を脱いだり湯水に浸かったりすることで身体が環境の温度変
化を受け、普段よりも心臓疾患が発生する可能性が高くなると考えられる。心臓疾患が発
生した場合は心拍情報に異常が含まれるため、入浴中に心拍情報を取得し、それら心拍情
報に基づいて健康状態判定を行うことが効果的である。
【００１８】
　第７の発明では、前記背中側の生体情報に基づいて身体における背中側の体表面温度を
取得する体表面温度取得手段を備え、前記健康状態判定手段は、前記体表面温度取得手段
により取得された背中側の体表面温度に基づいて前記健康状態判定を行う。
【００１９】
　第７の発明によれば、背中側の生体情報が、体位判定だけでなく健康状態判定にも用い
られている。この場合、その背中側の生体情報を有効に活用していることになる。また、
入浴者は入浴中に「のぼせ」状態になることがある。すなわちのぼせることがある。入浴
者がのぼせた場合、背中側の体表面温度が正常値よりも著しく高くなっているため、入浴
中に背中側の体表面温度を取得し、その背中側の体表面温度に基づいて健康状態判定を行
うことが効果的である。
【００２０】
　第８の発明では、前記体表面温度取得手段は、前記足側の生体情報に基づいて身体にお
ける足側の体表面温度を取得し、前記健康状態判定手段は、前記体温情報取得手段により
取得された足側の体表面温度と前記背中側の体表面温度との差異に基づいて前記健康状態
判定を行う。
【００２１】
　第８の発明によれば、足側の生体情報が、体位判定だけでなく健康状態判定にも用いら
れている。この場合、その足側の生体情報を有効に活用していることになる。また、背中
側の体表面温度と足側の体表面温度との差異に基づいて健康状態判定が行われる。入浴者
がのぼせた場合、背中側の体表面温度と足側の体表面温度と温度差は、入浴者がのぼせて
いない場合に比べて小さくなる。したがって、入浴者がのぼせたことを検出するには、入
浴中に前記温度差に基づいて健康状態判定を行うことが効果的である。
【００２２】
　第９の発明では、前記浴槽の長手方向で対向する内側面にそれぞれ配置され、反対側の
内側面に向かって湯水を放出する放水装置と、前記体位判定手段の判定結果に基づいて、
各放水装置のうち前記入浴者の足側にある方の放水装置を制御対象とし、その制御対象と
した放水装置の動作制御を行う放水制御手段とを備える。
【００２３】
　第９の発明によれば、入浴者が、長手方向で対向する内側面のうち一方にもたれている
場合に、入浴者の足側にある方の放水装置から湯水が放出される。ここで、放水装置から
は、反対側の内側面に向かって湯水が放出される。このため、入浴者の背中側に位置する
放水装置から湯水が放出されると、その湯水が背中等で遮られて全身にかからないおそれ
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があるが、足側に位置する放水装置から湯水が放出されると、その湯水が背中等の部位に
より遮られずに入浴者の全身に湯水を浴びせることができる。
【００２４】
　第１０の発明では、前記浴室内の環境を調整するべく動作する浴室機器と、前記浴室機
器の動作制御を行う浴室制御手段と、を備え、前記健康状態判定手段は、前記入浴者の健
康状態が複数段階のいずれかに相当すると判定し、前記浴室制御手段は、前記浴室機器を
制御対象として、前記入浴者の健康状態が相当する段階に応じて所定の規定処理を段階的
に実行する。
【００２５】
　第１０の発明によれば、入浴者の健康状態に応じて浴室機器の動作制御が段階的に行わ
れる。このため、入浴者の都度の健康状態に合わせて浴室内の環境を段階的に調整するこ
とができる。例えば、入浴者の体調に異変が生じた場合、その異変の内容や程度に合わせ
て浴室内の環境を段階的に変化させ、体調の回復を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、住
宅等の建物に設けられている浴室について具体化しており、建物には浴室用の浴室設備が
設けられている。図１は、浴室１１の構成を説明するための概略図である。図１では、浴
室１１内の浴槽４１に人が入っている状態を示しており、（ａ）は平面図であり、（ｂ）
は電気的構成を含んだ正面透視図である。
【００２７】
　図１に示す浴室１１において、浴槽４１には、水道蛇口等の給水部（図示略）により給
水が行われることで湯水が貯められる。浴槽４１は、平面視において長方形をなす形状に
形成されており、その長手方向が、入浴者が身体を伸ばす方向となっている。また、入浴
者が長手方向に身体を伸ばすことで浴槽４１の短辺側を向いて足を伸ばして座ることがで
きる大きさ及び深さとなっている。
【００２８】
　浴槽４１の側部４４には、その短辺側の側面のそれぞれに放水部４３が設けられている
。放水部４３は、前記側面の上部に配置されており、対向する短辺側の側面に向かって水
平方向にそれぞれ湯水を放出する。放水部４３は、浴槽４１内で入浴者が座っている場合
にその入浴者にとっての正面側から放水するようになっており、この場合は入浴者の全身
（又は頭部を除く部位）を放水対象として湯水を放出する。したがって、浴槽４１内に湯
水が貯められていない状態であれば（又は浴槽４１内の水位が低ければ）、入浴者は、浴
槽４１内においていずれの短辺側を向いていても、全身に湯水を浴びることが可能となっ
ている。なお、放水部４３は、湯水をシャワー状に噴射する構成であってもよく、湯水を
ミスト状に噴霧する構成であってもよい。
【００２９】
　浴槽４１は、入浴者の生体情報を検出する生体情報検出部として浴槽用センサ４７を有
している。浴槽用センサ４７は、入浴者の身体の一部が浴槽４１の側部４４と接触するこ
とでその入浴者の生体情報を検出するように、浴槽４１の側部４４に設けられており、例
えば、電極を含んで構成されている生体インピーダンス検出部と、生体電位を検出する生
体電位検出部と、圧電素子を含んで構成されている圧電センサ部と、身体の表面温度を体
表面温度として検出する表面温度検出部とを有している。
【００３０】
　浴槽用センサ４７は、シート状に形成されており、浴槽４１の側部４４において、長手
方向で対向する内側面のそれぞれに第１浴槽用センサ４７ａ及び第２浴槽用センサ４７ｂ
として配置されている。換言すれば、それら浴槽用センサ４７ａ，４７ｂは、浴槽４１の
対向する短辺側の各側面にそれぞれ配置されている。そして、それぞれが異なる検出位置
となっている。また、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂは、浴槽４１の内側における放水部
４３の下方に位置しており、入浴者が浴槽４１内においていずれの短辺側の側面にもたれ
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ても、その入浴者の背中や腕の付け根（例えば上腕部の裏側）が各浴槽用センサ４７ａ，
４７ｂのうち一方に接触するとともに、入浴者の足先（例えば足の裏）が各浴槽用センサ
４７ａ，４７ｂのうち他方に接触するようになっている。したがって、入浴者が浴槽４１
内においていずれの短辺側を向いていても、その背中や足先から生体情報として生体イン
ピーダンスや生体電位、呼吸数、体表面温度等が検出される。なお、各浴槽用センサ４７
ａ，４７ｂは、浴槽４１において側部４４から底部４８に跨るように配置されており、入
浴者の背中や足先に加えて尻部から生体情報を検出するようになっている。
【００３１】
　また、浴槽４１の底部４８には、浴槽４１内の湯水を排出する排水装置４９が設けられ
ている。排水装置４９は、排水口と、その排水口を開閉する排水弁とを有しており、排水
弁により排水口を閉鎖することで浴槽４１での貯水を可能とし、排水弁により排水口を開
放することで浴槽４１からの湯水の排出を可能とする。
【００３２】
　次に、浴室１１における電気的な構成について説明する。
【００３３】
　図１（ｂ）において、浴室サーバ２１は、ＣＰＵや各種メモリ等からなるマイクロコン
ピュータを有しており、浴室機器の動作制御を行う。また、浴室サーバ２１は、ユーザに
より入浴操作が行われるサーバ操作部２１ａを有しており、ユーザは、サーバ操作部２１
ａに対して入力操作を行うことで浴室機器の制御内容等を設定できるようになっている。
浴室サーバ２１は、通信機能を有しており、医療機関等の外部施設との間で通信可能とな
っている。
【００３４】
　浴室サーバ２１には、上記の放水部４３や排水装置４９が浴室機器として接続されてい
る。また、その他の浴室機器として、浴室１１内の空間温度を調整する浴室用エアコン５
１と、入浴者の健康状態について表示する浴室用表示モニタ５２と、入浴者の健康状態に
異常があることを報知する表示ランプ５３と、浴室１１内の酸素濃度を調整する酸素供給
装置５４と、浴槽４１に貯められている湯水の温度を調整する湯温調整装置５５とが接続
されている。
【００３５】
　浴室サーバ２１、浴室用表示モニタ５２及び表示ランプ５３は、１つのケースに一体的
に収容された状態で例えば浴室１１の壁に設置されている。浴室サーバ２１は、入浴時に
入浴者によりサーバ操作部２１ａに対して入力操作が行われることで入浴者を特定するよ
うになっている。また、浴室用表示モニタ５２は、入浴者が浴槽４１内で湯水に浸かった
状態で表示画面を視認することができるようになっており、表示ランプ５３は、その点灯
や点滅を入浴者が視認できるようになっている。なお、浴室サーバ２１、浴室用表示モニ
タ５２及び表示ランプ５３は個別に設置されていてもよく、設置場所は浴室１１に隣接し
た脱衣室等であってもよい。また、浴室サーバ２１には、報知手段として、浴室用表示モ
ニタ５２や表示ランプ５３に加えてスピーカなどが接続されていてもよい。
【００３６】
　浴室サーバ２１は、指令信号を出力することで浴室機器の動作制御を実行する。例えば
、放水部４３に対して指令信号を出力することで、複数の放水部４３のうち湯水を放出さ
せる放水部４３を選択したり放水量を調整したりし、排水装置４９に対して指令信号を出
力することで、排水装置４９から湯水を排出させて浴槽４１の水位（水量）を低くする。
また、浴室用エアコン５１に対して指令信号を出力することで、浴室１１の空間温度を調
整し、酸素供給装置５４に対して指令信号を出力することで、浴室１１内に酸素を供給さ
せる。さらに、浴室用表示モニタ５２に対して指令信号を出力することで、浴室用表示モ
ニタ５２における表示内容を設定し、表示ランプ５３に対して指令信号を出力することで
、表示ランプ５３を点灯又は点滅させる。
【００３７】
　浴室サーバ２１には、第１浴槽用センサ４７ａ及び第２浴槽用センサ４７ｂが接続され
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ており、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂから検出信号がそれぞれ入力される。浴室サーバ
２１は、それら浴槽用センサ４７ａ，４７ｂの検出信号に基づいて入浴者の生理データや
行動データを取得し、それらデータを記憶する。
【００３８】
　生理データの取得について説明すると、浴室サーバ２１は、浴槽用センサ４７ａ，４７
ｂの検出信号に含まれている生体インピーダンス検出部の検出結果から生体インピーダン
スを取得し、その生体インピーダンスと、身長や体重等といった個人情報とに基づいて、
体脂肪率や筋肉量、推定骨量、内臓脂肪量、基礎代謝量といった体組成に関する生理デー
タを算出する。なお、内臓脂肪については、内臓脂肪量ではなく、内臓脂肪量を複数段階
で評価した内臓脂肪レベルを算出してもよい。また、浴室サーバ２１は、生体電気検出部
の検出結果から生体電位を取得し、その生体電位に基づいて、心拍数などの情報が含まれ
ている心電図波形を生理データとして算出する。さらに、圧電センサ部の検出結果から、
所定時間当たりの脈拍数や呼吸数、体動を生理データとして算出し、表面温度検出部の検
出結果から体表面温度を生理データとして算出する。
【００３９】
　行動データの取得について説明すると、浴室サーバ２１は、浴槽用センサ４７ａ，４７
ｂの検出信号に基づいて、入浴者が浴槽４１内で継続して湯水に浸かっていた経過時間を
入浴時間として算出し、その入浴時間を行動データとして取得する。なお、入浴者が浴室
１１に滞在していた浴室滞在時間を行動データとして取得してもよい。
【００４０】
　さらに、浴室サーバ２１は、生理データや行動データに基づいて、入浴者の体調に異変
が発生したか否かを判定する。例えば、生理データについて、心拍数や脈拍数、体表面温
度など数値で表される項目については、各種メモリに記憶している過去の数値と比較し、
現在の数値が正常値の範囲より大きい又は小さい場合に異常であると判定する。同様に、
行動データにおける入浴時間については、現在の入浴時間が正常時間の範囲より著しく長
い場合に異常であると判定する。
【００４１】
　また、生理データにおいて、図２に示すような心電図波形については、その波形の形状
や振幅の大きさに基づいて現在の状態を判定する。心臓疾患が発生していると、心電図波
形に異常が発生する。例えば、心臓疾患が不整脈である場合、Ｒ波と次のＲ波との間の間
隔が一定の間隔にならない。すなわち、間隔ＲＲ１と間隔ＲＲ２と間隔ＲＲ３とが一定の
大きさにならない。また、心臓疾患が心筋梗塞である場合、心電図波形のうちＴ波を含ん
だ部分が上昇する。すなわち、周波数解析が行われるとその周波数分布に異常が生じる。
これらの場合は、心電図波形の項目に異常があると判定する。さらに、人の背中側から取
得された心電図波形の振幅Ｈは、心臓までの距離等に起因して、手足側から取得された心
電図波形の振幅Ｈより大きくなっている。
【００４２】
　次いで、浴室サーバ２１により実行される浴室機器を制御対象とした浴室機器制御処理
について、図３のフローチャートを参照しつつ説明する。
【００４３】
　図３において、ステップＳ１０１では、入浴者を特定する個人認証処理を行う。例えば
、入浴者が浴室サーバ２１の操作部から入力した情報に基づいてその入浴者を特定する。
また、浴室１１の出入口周辺や脱衣室に入浴者の身体的特徴を検出する身体感知センサが
設けられている構成であれば、その身体感知センサから入力される検出信号に基づいて入
浴者を特定してもよい。
【００４４】
　ステップＳ１０２では、浴槽用センサ４７ａ，４７ｂから検出信号を受信したか否かを
判定する。検出信号を受信していない場合は、そのまま本処理を終了し、検出信号を受信
した場合は、ステップＳ１０３にて、その検出信号に基づいて生理データ及び行動データ
を取得する。例えば、入浴者の背中側及び足側の体表面温度や心拍数等を生理データとし
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て取得したり、湯水に浸かっている時間、すなわち入浴時間等を行動データとして取得し
たりする。ステップＳ１０４では、浴室用表示モニタ５２に対して指令信号を出力し、浴
室用表示モニタ５２に生理データを入浴者の健康状態として表示させたり、行動データを
入浴状況として表示させたりする。
【００４５】
　ステップＳ１０５では、生理データに基づいて浴槽４１内における入浴者の体位を判定
する。より詳しくは、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂのそれぞれから検出された各検出信
号に基づいて、第１浴槽用センサ４７ａ側の心電図波形と第２浴槽用センサ４７ｂ側の心
電図波形とを取得する。そして、これら心電図波形を比較し、振幅が大きい方の心電図波
形を背中側の心電図波形として判定する。すなわち、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂのう
ちいずれに入浴者の背中が接触しているのかを判定し、入浴者の体位を判定する。本実施
形態では、生理データとして、背中側の心電図波形を採用するが、足側の心電図波形を採
用してもよい。なお、入浴中には、入浴者が浴槽４１における短辺側の側面にもたれてい
ると考えられるため、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂのうち一方の側だけしか心電図波形
を取得することができなくても、その心電図波形を背中側の心電図波形として特定するこ
とができる。
【００４６】
　ステップＳ１０６では、入浴時間が正常であるか否かを判定する。なお、浴室滞在時間
を取得した場合は、浴室滞在時間が正常であるか否かを判定してもよい。要は、入浴時に
おける行動データが正常であるか否かを判定すればよい。入浴時間が正常でない場合、ス
テップＳ１０７に進み、入浴時間異常報知処理を行う。例えば、現在の入浴時間長さが通
常の入浴時間長さより長くなった場合、浴室用表示モニタ５２に対して指令信号を出力し
、浴室用表示モニタ５２に入浴時間が十分に確保されたことを表示させたり、表示ランプ
５３に対して指令信号を出力し、表示ランプ５３を点灯又は点滅させたりする。一方、入
浴時間が正常である場合、例えば、現在の入浴時間長さが通常の入浴時間長さより短い場
合は、そのままステップＳ１０８に進む。
【００４７】
　ステップＳ１０８では、生理データに異常項目があるか否かを判定する。すなわち入浴
者の体調に異変が発生しているか否かを判定する。例えば、心拍数や脈拍数、体表面温度
、心電図波形について異常があるか否かを判定する。入浴時間が正常であって生理データ
に異常項目がない場合、そのまま本処理を終了し、生理データに異常項目がある場合、ス
テップＳ１０９にて、生理データにおける心電図波形及び心拍数が正常であるか否かを判
定する。心電図波形及び心拍数が正常でない場合、ステップＳ１１０に進み、心拍異常報
知処理を行う。例えば、浴室用表示モニタ５２に心電図波形又は心拍数が正常でないこと
を表示させたり、表示ランプ５３を点灯又は点滅させたりする。なお、心電図波形に異常
がある場合、心臓疾患が発生したとして緊急通報を行ってもよい。例えば、通信機能を用
いて病院等の医療機関に対して異常発生を報知する。
【００４８】
　心電図波形及び心拍数が正常である場合、ステップＳ１１１に進み、体表面温度が正常
であるか否かを判定する。すなわち、入浴者が「のぼせ」状態にあるか否かを判定する。
より詳しくは、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂの検出結果に基づいて、第１浴槽用センサ
４７ａ側の体表面温度と、第２浴槽用センサ４７ｂ側の体表面温度とを算出する。そして
、体位判定の判定結果に基づいて、それら体表面温度の一方を背中側の体表面温度として
取得し、他方を足側の体表面温度として取得する。なお、ステップＳ１０５の体位判定処
理に基づいて、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂのうち背中側となる方と足側となる方とを
それぞれ特定するとよい。
【００４９】
　入浴者が浴槽４１内で湯水に浸かっている場合、のぼせていなくても体表面温度は高く
なっているが、のぼせている時は体表面温度が著しく高くなっている。したがって、背中
側及び足側の各体表面温度をそれぞれ正常値と比較することでのぼせ状態にあるか否かの
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判定を行うことができる。また、通常、人の背中側の体表面温度は足先側の体表面温度よ
り高くなっているが、のぼせている時の温度差はのぼせていない時の温度差に比べて小さ
くなっている。したがって、背中側の体表面温度と足側の体表面温度とを比較することで
のぼせ状態にあるか否かの判定を行うことができる。ちなみに、背中側の体表面温度と足
側の体表面温度との温度差は、のぼせている時で０～２℃程度であり、のぼせていない時
で５℃程度である。
【００５０】
　体表面温度が正常でない場合、ステップＳ１１２に進み、のぼせ報知処理を行う。例え
ば、浴室用表示モニタ５２にのぼせていることを表示して浴槽４１から出るように促した
り、表示ランプ５３を点灯又は点滅させたりする。ステップＳ１１３では、のぼせ報知処
理を行ったにもかかわらず入浴者が浴槽４１から出ない場合に、のぼせ回復処理を行う。
のぼせ回復処理は、入浴者がのぼせた場合に浴槽装置の動作制御を段階的に実行する処理
であり、その詳細については後述する。
【００５１】
　一方、体表面温度が正常である場合（ステップＳ１１１がＹＥＳ判定の場合）には、生
理データにおいて、心電図波形、心拍数及び体表面温度以外の項目に異常があると考えら
れる。この場合、ステップＳ１１４に進み、異常報知処理を行う。例えば、浴室用表示モ
ニタ５２や表示ランプ５３に対して指令信号を出力し、健康状態に異常があることを報知
させる。
【００５２】
　ステップＳ１１３にて実行するのぼせ回復処理について、図４のフローチャートを参照
しつつ説明する。図４では、のぼせ回復処理として、それぞれ処理内容が異なる多段階処
理（本実施形態では、第１段階処理～第４段階処理の４段階処理）を実行することとして
いる。
【００５３】
　図４において、ステップＳ２０１では、浴槽装置を制御対象とした段階的な処理のうち
、第１段階処理が実行済みであるか否かを判定する。第１段階処理が実行済みでない場合
、ステップＳ２０２に進み、第１段階処理を実行する。第１段階処理では、湯温調整装置
５５に対して指令信号を出力し、浴槽４１に貯められている湯水の温度を低下させる。例
えば、浴槽４１内に冷水を供給する。これにより、体表面温度を低下させ、のぼせ状態の
回復を図る。ステップＳ２０３では、第１段階処理を終了する。例えば、第１段階処理を
開始してから所定時間が経過した場合に、湯温調整装置５５に対して指令信号を出力し、
浴槽４１に貯められている湯水の温度を第１段階処理の実行前の温度に戻す。例えば、浴
槽４１内に高温の湯を供給する。
【００５４】
　第１段階処理が実行済みである場合、すなわち第１段階処理が実行されても入浴者がの
ぼせ状態から回復しない場合、ステップＳ２０４に進み、第２段階処理が実行済みである
か否かを判定する。第２段階処理が実行済みでない場合、ステップＳ２０５に進み、第２
段階処理を実行する。第２段階処理では、排水装置４９に対して指令信号を出力し、排水
装置４９から湯水を排出させて浴槽４１内の水位を低くする。これにより、例えば入浴者
の上半身等を湯面上に露出させ、体表面温度を低下させることでのぼせ状態の回復を図り
つつ、入浴者の頭部が湯水に浸かってしまうことを回避する。
【００５５】
　ステップＳ２０６では、第２段階処理の実行に伴って、放水部４３に対して指令信号を
出力し、放水部４３から湯水を放出させて入浴者の全身にシャワーを浴びせる。この場合
、体位判定の判定結果に基づいて、入浴者の足側に位置する方の放水部４３に放水を行わ
せる。これにより、入浴者の全身にシャワーを浴びせることができ、入浴者の身体が冷え
ることを回避できる。この結果、のぼせ状態の回復を図りつつ湯冷めを防止することがで
きる。ちなみに、入浴者の背中側に位置する方の放水部４３に放水を行わせると、背中に
遮られて入浴者の全身にシャワーを浴びせることができず、入浴者に湯冷めが生じるおそ
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れがある。
【００５６】
　ステップＳ２０７では、第２段階処理を終了する。第１段階処理と同様に、例えば第２
段階処理を開始してから所定時間が経過した場合に、排水装置４９に対して指令信号を出
力して排水装置４９からの排水を停止させるとともに、放水部４３からの放水を継続させ
、浴槽４１内の水位を上昇させる。そして、浴槽４１内の水位が第２段階処理の実行前の
水位に戻ったら、放水部４３に対して指令信号を出力し、浴槽４１内への湯水の供給を停
止させる。
【００５７】
　第２段階処理が実行済みである場合、すなわち第１段階処理及び第２段階処理が実行さ
れても入浴者がのぼせ状態から回復しない場合、ステップＳ２０８に進み、第３段階処理
が実行済みであるか否かを判定する。第３段階処理が実行済みでない場合、ステップＳ２
０９に進み、第３段階処理を実行する。第３段階処理では、浴室用エアコン５１及び酸素
供給装置５４に対して指令信号を出力し、空調制御を行う。例えば、浴室１１内の空間温
度を低くしたり浴室１１内の酸素濃度を高くしたりする。これにより、のぼせ状態の回復
をより一層促す。なお、入浴者に酸素を吹きつけてもよい。ステップＳ２１０では、第３
段階処理を終了する。例えば、第３段階処理を開始してから所定時間が経過した場合に、
浴室用エアコン５１及び酸素供給装置５４に対して指令信号を出力し、浴室１１内の空間
温度を第３段階処理の実行前の温度に戻すとともに、浴室１１内への酸素供給を停止させ
る。
【００５８】
　第３段階処理が実行済みである場合、すなわち第１段階処理～第３段階処理が実行され
ても入浴者がのぼせ状態から回復しない場合、ステップＳ２１１に進み、第４段階処理を
実行する。第４段階処理では、緊急通報を行う。例えば、通信機能を用いて病院等の医療
機関に対して異常発生を報知する。
【００５９】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００６０】
　入浴者が浴槽４１内で湯水に浸かっている場合、入浴者が浴槽４１内において短辺側の
各側面のいずれにもたれても、第１浴槽用センサ４７ａ及び第２浴槽用センサ４７ｂの少
なくとも一方により入浴者の背中側の生体情報が検出される。そして、その背中側の生体
情報に基づいて、それら浴槽用センサ４７ａ，４７ｂのいずれに入浴者の背中が接触して
いるのか判定される。すなわち、入浴者の身体の向きが判定される。この場合、例えば、
各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂ背中側の体表面温度と足側の体表面温度とを取得すること
ができるため、入浴者がのぼせ状態になってもそれを検出することができる。以上の結果
、入浴者の身体の向きを正しく把握でき、ひいては入浴者の健康管理を適正に行うことが
できる。
【００６１】
　浴室サーバ２１により、心電図波形の振幅の大きさに基づいて、第１浴槽用センサ４７
ａ側の心電図波形及び第２浴槽用センサ４７ｂ側の心電図波形のうちいずれが背中側の心
電図波形であるかが判定される。これにより、各浴槽用センサ４７ａ，４７ｂのうちいず
れに入浴者の背中が接触しているのかを判定することができる。すなわち、入浴者の身体
の向きを判定することができる。
【００６２】
　入浴者がのぼせ状態にある場合、第１段階処理～第４段階処理が段階的に実行される。
このため、のぼせ状態の内容や程度に合わせて浴槽４１内や浴室１１内の環境を段階的に
調整することができる。したがって、のぼせ状態の回復を好適に図ることができる。また
、第２段階処理として浴槽４１内の水位が低くされた場合、放水部４３から湯水が放水さ
れる。この場合、入浴者の足側に位置する方の放水部４３から放水が行われるため、入浴
者の全身にシャワーを浴びせることができる。したがって、のぼせ状態の回復を図りつつ
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【００６３】
　（他の実施形態）
　本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施されてもよい。
【００６４】
　（１）上記実施形態では、浴槽用センサ４７ａ，４７ｂが、浴槽４１の長手方向で対向
する内側面にそれぞれ配置されているが、それら長手方向の内側面に加えて又は代えて、
浴槽４１の短手方向で対向する内側面にそれぞれ配置されていてもよい。例えば、浴槽用
センサ４７ａ，４７ｂが、浴槽４１の内周面に沿って延びるように設けられている構成と
する。この場合、仮に入浴者が長辺側の各側面のうち一方にもたれていても、入浴者の背
中の位置を判定することで、その入浴者の身体の向きを取得することができる。
【００６５】
　（２）上記実施形態では、浴槽４１が平面視において長方形をなす形状に形成されてい
るが、平面視において正方形をなす形状に形成されていてもよく、楕円形状に形成されて
いてもよい。平面視において正方形をなす形状に形成されている場合、（１）のように、
浴槽用センサ４７ａ，４７ｂは浴槽４１の内周面に沿って延びるように設けられていると
よい。これにより、入浴者が浴槽４１の各内側面のうちいずれにもたれていても、その入
浴者の身体の向きを取得することができる。
【００６６】
　（３）上記実施形態では、浴室サーバ２１により、心拍情報として心電図波形が取得さ
れる構成としたが、心拍を示す心拍波形が取得される構成としてもよい。例えば、心拍波
形が、圧電センサ部により検出された検出信号に基づいて取得される構成とする。この場
合でも、心臓疾患として不整脈が発生していると、心拍波形の心拍を示す波の間隔が一定
の間隔とならない。したがって、心拍波形が取得される構成でも、心臓疾患を検出するこ
とができる。
【００６７】
　（４）上記実施形態では、浴槽用センサ４７ａ，４７ｂの検出結果に基づいて入浴者の
体位が特定される構成としたが、画像取得手段により取得された画像に基づいて入浴者の
体位が特定される構成としてもよい。例えば、画像取得手段として赤外線サーモグラフィ
が浴室１１内に設けられている構成とする。この場合、赤外線サーモグラフィにより取得
された画像に基づいて入浴者の背中及び足の位置を特定することができる。すなわち、体
位を特定することができる。また、その画像に基づいて入浴者の体表面温度を取得するこ
とができるため、入浴者がのぼせた場合でもそれを容易に検出することができる。なお、
浴室１１に、浴槽用センサ４７ａ，４７ｂと画像取得手段とが両方とも設けられていても
よい。この場合、入浴者の体位を正確に特定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】浴室の構成を説明するための概略図。
【図２】心電図波形について説明するための図。
【図３】浴室サーバにより実行される浴室機器制御処理を示すフローチャート。
【図４】のぼせ回復処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００６９】
　１１…浴室、２１…浴室サーバ、４１…浴槽、４３…放水部、４４…側部、４７ａ…第
１浴槽内センサ、４７ｂ…第２浴槽内センサ、４９…排水装置、５１…浴室用エアコン、
５２…浴室用表示モニタ、５４…酸素供給装置、５５…湯温調整装置。
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